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小電車、館、音楽などの作品をコピーする際には、原則として著作権者の了解（許諾）を

得る必要がありますが、学校などの教育機関においては、その公共性から例外的に

著作権者の了解（野路）を得ることなく一定の範囲で自由に利用することができます。、，
学校における例外措置には、主に次のようなものがあります。

．教員及び児•·生徒が、綬業の教事守として使うために他人の作品をコピーし配

布する絹合（第35条第1項）

・ 「主会得」で行われている獲量障で教材として使われた他人の作品等を遠隔地

にあるf副会場Jに向け、同時中継する渇合（第35条第2項）

（翻訳、編曲等して利用も可）

．鉱験又i車検定のために、他人の作品を使って入学紙店員問題を作成し配布する

場合又は当E裏献験問題をインターネットなどで送信する場合（第38条）

（国訳して利用も可）

．発表用資料やレポートの中で他人の作品を「引用jして利用する場合（節目条

第1項）

（翻訳して利用も可）

．学重要会、文化祭、部活動などで他人の作品を上演・演奏・上映・口述（鯛観等）

する織合（第38条第1項）



教員及び児童・生徒が、授業の教材として使うために
他人の作品をコピーし配布する場合（第3漁船項）

著作権者の了解なしに利用できるための条件

①営利を目的としない教育機関であること

②綬業を担当する教員やその授業等を受ける児童・生徒がコピーすること

③本人（教員又は児童・生徒）の授業で使用すること

④コピーは、綬重量で必要な限度内の部数であること

⑤既に公表された著作物であること

⑥その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと

⑦原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示jをすること

具体例

・教員が授擦で使用するために、小説などをコピーして児貧・生徒に配布する渇合
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・教員が、ソフトウzアなどを児.・生徒が使用する後数のパ‘ノコンにコピーする渇合｛⑥の条件に違反）
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「主会場Jで行われている授業で教材として使われた他人の作品
等を遠隔地にあるf副会場Jに向け、岡崎中継する場合（第35条第2項）
著作権者の了解なしに利用できるための条件

①営利を目的としない教育機関であること

②f主会場Jとf副会場Jがある綬業形態であること
③送信は「綬業を受ける者」のみへの送信であること

④「主会場Jからf副会場Jに対し行われる送信は、「同時中継Jであること
⑤f主会場Jにおいて、配布、提示、上演、演奏、上映、口述（講演、朗読など）されている教材であること
⑤既に公表された著作物であること

①その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不当に容しないこと

③原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示jをすること

具体例

・主会織において敏員が教紛として縄示する「地図JI図表jなどを、副会舗に向It、送信する渇合
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・主会場において敏員が教材としてコピー・配布した資料を、副会場に向付、送信する渇合
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・主会場において行われた慨を録音、録画したものを、制改めて副会舗に向It.送信する胎（駒州議反）
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・主会渇で行われる授，Rを、維でも視聴できるようにして送信する場合｛③の条件に違反｝

i時~，角o~~~
・主会織がなくスタジオから直後、遠隔地に送信し綬費量を行う場合｛②の条件に違反）。
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鼠験又は検定のために、他人の作晶を使って入学鼠験問題を作成し配布
する場合又は当醸鼠験問題をインターネットなどで送信する場合（第36条）

著作権者の了解なしに利用できるための条件

①既に公表された著作物であること

②試験・検定の目的上1b、要な限度内の複製や送信であること
③「営利目的Jの試験・検定の場合は著作権者に補償金を支払うこと
④その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと

⑤原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示jをすること

具体例

・小Illや全土鋭などを用いた鼠験問題を出題する場合

三〉

・小説や祉税などを用いた試験問題をイン11ーネットなどによって、送信して出題する場合 。

・入学lit験の終了後、その鼠験問題をホームペ四ジに掲能し、送信する場合｛②：の条件に違反）

・市販されているドリルなどの教材を試a問題とLて．イントネyトなどによって、送信する渇合｛③の長側こ甑） × 



発表用資料やレポートの中で他人の作品を「引用Jして
利用する場合（第32条第1項）

著作権者の了解なしに利用できるための条件

①既に公表された著作物であること

②利用方法が、「公正な慣行jに合致していること（例：自分の考えを補強するためなど作品を引用する「必

然性Jがあること）
③利用の目的が、報道、批評、研究などのための「正当な範囲内Jであること（例：引用の分量については、
引用される部分｛他人の作品）が「従jで、自ら作成する部分が「主Jであること）
④51周部分については、カギ括弧などを付して、明確にすること
⑤著作物の題名、著作者名などの「出所の明示Jをすること

具体例

・教員が、研究会の発表資料を作る際に、指導の成果を比較して解説す

るための素材として発行された記念文集の作品の一節を 「弓l用jして
使う場合

•i也媛産業の歴史について悶べている生徒が、 自分の考えを記述するに

あたり、情物館のホームページから入手した郷土の歴史の文章の一部

分を「引用Jし、自らの考えを捕強する場合

・ある画家の一生を取り上げた美術部の生徒が、発表資料を作る際に、

表現技法の解説のため何点かの作品を「引用Jして使う場合

引用とは冒えない倒

・修学旅行で使う資料の憲後に参考資料として、市販のいくつかの旅行

ガイドブックから名所・旧跡の記恵を集めて掲裁する場合

・小説の感想文の結論部分に、他の給自主に鍛っていたその小説に関す

る評論文をそのまま使う渇合

。
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学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を上演・演奏・
上映・口述（朗践等）する場合（第38条第1項）

著作権者の了解なしに利用できるための象件

①作品を利用する行為が上演、演奏、上映、口述（朗読等）のいずれかであること

②既に公表された著作物であること

③営利を目的としなし、こと

④車事衆叉は観客から鑑賞のための料金等を取らないこと

⑤演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと

⑥原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示Jをすること

具体例

・文化祭などでブラスバンド部の演奏や演劇節の演劇を行う窃合

。
・音楽やfllの鑑賞の料金を取る場合（＠〉の条件に違反）
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cs剰を目的としない敏曹鎗闘1
小・中・高・大学・高等専門学校、専修学校などが含まれます。また、公民館、膏年の家などの社会教育

線設、教育セン9ーなどの教員研修施設、破業訓練施設なども含まれます。なお、営事ljを目的とする教

育繊関としては、私人の経営する学習aなどが銭当します。

u”I] 
初等・中等教育担韓関の混合、いわゆる授業だけでなく、持別教育活動である運動会等の学校行事も含まれ

ます。また大学の翁合l草、級事量をはじめ、実験・実習・体育実技・ゼミ等も含まれます。

[lti＇野の明示｝

引用、教科書への掲破、点字による複製毒事の利用に当たっては、一定の条件を満たせば著作権者の

了解を得る必要はありませんが、無断で利用できる渇合であっても、音量の著作物を利用しているかを明ら

かにすることが法律上要求されています（第48条）。これが、通常「出所の明示jと呼ばれているもので

す。

出所の明示は、複製又は利用の態様に応じ、合理的とおめられる方法及ひ程度により、著作物の題名、

著作者名、出版者名などを明示しなければなりません。

、



著作権法｛抄）

（隼然その他の殺膏縄問における績腿縛）

’E三＋玉復 学校その他の教育相韓関（営利を目的として設置されているものを除、）において教育を
J!l.任する者及び綬業を受ける者l;t、その綬撲の過程における使用に供することを目的とする場合に

は、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することか．できる。ただし、当絞著作物

の種類及び用途並びにその複製の部数及び態織に照らし著作権者の利主主を不当に害することと

なる場合は、この限りでない。

2 公表された著作物については、前項の教育織関におけるt費量産の過程において、当絞綬業を直篠
受ける者に対して当骸著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場

合又は当E主著作物を第三＋八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利
用する纏合にl;t、当銭授業が符われる場所以外の湯所において当銭t聖書量を同時に受ける者に対
して公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。）を行うことか’できる。ただし、

当tt著作物の種類友び用途並びに当惣公衆送信の態織に照らし著作権者の利益を不当に書す

ることとなる治合l草、この綴りで~い。

('1験開店としての..軍事｝

第三＋大象 公表された著作物については、入学蚊験その他人の学識按能に関する蚊験又l;t機定

の目的よ必要と認められる限度においτ、当E童賦験又は検定の問題として複製し、叉は公衆送信（放
送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。次項において同じ。）

を行うことができる。ただし、当官主著作物の種類友ぴ用途並びに当骸公衆送信の態織に照らし著作

権者の利主主を不当に害することとなる鴻合は、この限りでなし、。

2 営利を目的として前項の複製又は公然送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償

金を著作権者に支払わなけれIiならない。

（引用｝

’再三＋ニ象 公表された著作物は、引用して利用することができる。この翁合において、その引用は、

公正な慣行に合数するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な鈍圏内で

行なわれるものでなければならない。

2項について＆：.省略．

｛曾剥を目的としない』靖縛｝

’再三＋八録 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金（いずれの名籍

をもってするかを問わず、著作物の提供又は鑓示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。）

を受けない場合には、公によ演し、演奏し、上映し、文は口述することができる。ただし、当駿よ演、演奏、

上映又l;t口述について実演家又l;t口述を行う者にMし報酬カず支払われるii合は、この働jでない。
2～5項について隊、省略。

（幽所の明示｝

筋四＋八象 次の各号に潟げる渇合には、当滋各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利

周の態様に.&15じ合浬的とおめられる方法及び程度により、明示しなければならない。

ー～三号及び2、3項については、省略。

It:封筒Lllffiiil~＇司

文化庁長官官房著作権謀 TEL03・5253・4111（代表）

文化庁長官官房著作権認のホームページ： http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html
このパンフレットに対するご意見やご感想があれは下犯までお寄せ下さい。
ckyouiku@bunka.go.jp 


